
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【防災・減災推進研修】 

地域の防災担当者に対して、地震や風水害への備え等、自助・共助の取組について学ぶ研修を実施 

【マイ・タイムライン作成研修】 

風水害時の避難行動計画であるマイ・タイムラインの作成研修を 

横浜市民防災センターや希望する地域で実施 

【防センアカデミー】 

災害時要援護者支援や女性の視点等、テーマ別に防災を学ぶ 

市民向けの防災講座を横浜市民防災センターと共同で開催 

【うんこ防災ゲーム】 

株式会社文響社と防災ゲームを共同開発。内容の一部を 

「うんこ防災ドリル台風編」として市内の小学校・保育園に配布 

【じぶん防災ハンドブック】 

公民連携により、本市の負担なく小学生向けの防災テキストを作成し、市立小学３年生全員に配付 

【学習コンテンツ】 

本市ホームページに日頃の備えや災害時の対応について、対象（企業、町の防災組織、 

地域防災拠点）ごとに動画やクイズで学べるコンテンツを制作 

【ハザードマップ】 

自然災害による被害想定や避難のタイミング、情報の入手方法等が記載されている地図 

【防災よこはま】 

防災・減災活動のテキストとして広く活用 

【広報よこはま】 

市版（６・９・３月）や区版にて防災特集記事を掲載 

【横浜防災フェア】 

ラジオ日本との共催により赤レンガ倉庫で防災関係機関出展による 

本市最大の体験型防災啓発イベントの開催 

（
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減災対策推進特別委員会 
令 和 ３ 年 ７ 月 1 4 日 
総 務 局 

１ 自助の重要性 

本市では、自助・共助・公助の考え方に基づき災害による被害を最小限に抑える減災の取

組を推進しています。 

災害の脅威が間近に迫っているときには、行政の支援はすぐには届かないことから、災害

時には、「自助（自分・家族を守るための備えや行動）」によって市民一人ひとりが命を守る

ことが重要です。 

そのためには、平時から、水・食料等の備蓄や家具転倒防止対策等の物理的な備え、避難

場所・避難経路の確認等による避難行動の事前検討といった災害への備えを進める必要があ

ります。 

それに向けて、災害へ自ら備える意識を持ち適切に行動する自助意識の向上が求められて

います。 
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２ 自助意識を向上させるための主な取組 

横浜市では自助意識を高めるために、４つの取組を通して市民へ働きかけています。 

 

①市民に対して災害リスクや防災知識を広く周知する「広報・啓発」 

②子どもや町の防災組織など対象を明確化し楽しみながら学ぶ「学習」 

③地域の共助活動や避難行動計画などテーマ別により深く防災の理解を深める「研修」 

④浸水疑似体験や避難所運営訓練など災害を自分事として体感しながら学ぶ「体験」 
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３ 取組の具体的内容 

自助意識を高めるための本市の取組 

【横浜市民防災センター】 

地震体験や風水害時の避難行動など、各種災害や 

その対応の体験できる施設で、体験ツアー等を実施 

【ＡＲ（拡張現実）・ＶＲ（仮想現実）】 

ＡＲ・ＶＲの技術により浸水状況など災害を視覚的に疑似体験ができる 

コンテンツを横浜市民防災センターや地域で実施する研修等の機会に活用 

【防災訓練】 

横浜市総合防災訓練のほか、防災に関する技術や知識を体験しながら学ぶ防災訓練の実施 

＜災害時＞ 

自助によって 

市民一人ひとりが

命を守る 

<平時> 

災害への備えが進む 

 

◎水・食料等の備蓄、 

家具の転倒防止対策 

等の物理的な備え 

 

◎避難場所・避難経路 

の確認等による 

避難行動の事前検討 

自助意識の 

向上 
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警戒レベル（避難情報）の変更について 

 

１ 変更内容 

(1) 警戒レベル３の変更 

  「避難準備・高齢者等避難開始」が「高齢者等避難」に変更となり、早期の避難を促す

ターゲットが「高齢者」と明確化されました。なお、高齢者等以外の避難に時間を要する

人も避難するタイミングとなります。 

 

 (2) 警戒レベル４の一本化 

 「避難勧告」、「避難指示（緊急）」が「避難指示」に一本化され、避難のタイミング

が明確化されました。これまで避難勧告を発令していたタイミングで避難指示を発令しま

す。 

 

 (3) 警戒レベル５の変更 

 「災害発生情報」が「緊急安全確保」に変更となり、災害が発生又は切迫し、避難場所

等への避難が安全にできない場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安全を確保することを

指示できるようになりました。 

なお、本指示は警戒レベル４(避難指示)を発令した後に、特に避難を促したい場合に市

町村長（本市では区長）が発令することができます。 
 

※災害時、これらの避難情報は緊急速報メール、防災情報 Eメール、ツイッター等で伝達します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市民の皆様への周知 

広報よこはま６月号、市ホームページへの掲載、市連会・区連会での説明、自治会・町内

会へのチラシ配布等で周知しました。 

令和元年台風第 19 号等において、行政による避難情報が分かりにくいといった課題が

顕在化しました。 

これを踏まえ、令和３年５月 20 日の改正災害対策基本法の施行により、警戒レベルの

「避難情報の名称」が変更され、避難のタイミングの明確化等が図られました。 
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